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マイナポータルへ

ログインします。 

 

ぴったりサービス

をクリックしま

す。 

 

 

「地域を選んでく

ださい」から、「墨

田区」と入力、又

はお住まいの郵便

番号を入力しま

す。 

 

 

 

児童手当消滅届の

電子申請を行うに

は、右の条件で検

索すると便利で

す。 

児童手当消滅届 電子申請の手引き 

 

 

下へスクロールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１１月７日 
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児童手当消滅届 

「手続き詳細はこ

ちら」をクリック。 

 

 

手続き概要が表示

されます。 

 

 

 

下へスクロールし

ます。 

 

 

「申請する」をク

リック。 

 

サイトからのメッ

セージを確認し、

「ＯＫ」をクリッ

クします。 
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連絡先入力 

メールアドレス又

は電話番号を入力

します。 

 

 

 

 

 

 

 

申請者情報入力 

「マイナンバーを

読み取り」をクリ

ックし、マイナン

バーカードを読み

取ると、名前、生

年月日、住所情報

が自動で下の申請

者情報に反映され

ます。 

 

 

申請者情報を入力

し終えたら、「次へ

すすむ」をクリッ

ク。 
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ＷＥＢ入力フォー

ム入力か、申請書

を見ながら入力を

選択できます。こ

こではＷＥＢ入力

で入力していきま

す。 

申請情報入力 

①お子様の名前等

を入力します。 

②墨田区外へ転出

される場合は②に

転出先の住所を入

力します。次の③、

④も入力します。 

③墨田区に届け出

た「転出予定日」

を入力します。住

民票の移動の手続

きがまだの場合は

先に行ってから本

件手続きを行いま

す。 

④家族構成の変化

の有無を入力しま

す。 

⑤何らかの理由で

お子様を養育しな

くなった場合はこ

ちらに入力しま

す。父母が離婚し

た場合、お子様と

同居している父母

いずれかに手当が

支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

③ 

④ 

⑥ 

② 

⑤ 

⑥公務員になられた方で、職場で児童手当が支給される方は、区から支給する

と二重支給となるため手当が消滅となります。勤務先、公務員になった日(採用

日)を入力してください。 
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申請情報入力 

⑦受給者がお亡く

なりになられた場

合は、未払い金の

支払、手当の受給

者変更、医療証の

保護者変更、ひと

り親手当の受給資

格の確認等、他の

制度の手続も多岐

にわたるため、お

問い合わせくださ

い。 

⑧お子様がお亡く

なりになられた場

合は、死亡日の属

する月分までで手

当消滅となりま

す。他に養育して

いるお子様がいる

場合は、消滅届で

はなく、「額改定

届」で減額の届出

が必要です。 

⑨受給者が婚姻し

た場合で、生計中

心者が配偶者であ

る場合は、配偶者

に手当が支給され

ます。この理由で

手当が消滅となる

方は、事情により

手続が異なるた

め、問い合わせく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 

⑧ 

⑦ 
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入力内容確認 

申請書を見ながら

内容の確認を行い

ます。 

確認後、「次へすす

む」をクリック。 

 

「電子署名を付与

する」をクリック。 

 

 

 

 

電子署名付与 

電子署名を付与し

ます。 

 

 

 

 

印刷・送信 

電子署名を付与し

たら、「送信する」

をクリックしま

す。 
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印刷・送信 

送信完了後、受付

番号が表示されま

す。問い合わせの

際お伝えくださ

い。 

 

申請書控えをダウ

ンロード又は登録

アドレスへ送信で

きます。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作に関するお問い合わせはこちら 

ぴったりサービスの操作（サービス制度・手続の内容を除く）に関するお問い

合わせに電話で対応するヘルプデスクです。 

マイナンバー総合フリーダイアル ☎ ０１２０－９５－０１７８ 

音声ガイダンスに従い、「4（マイナポータルに関するお問合せ）」を選択した後、

「1（子育てワンストップサービスに関するお問合せ）」を選択してください。 

受付時間 

平日 9時 30分～18時 30分（年末年始 12月 29日～1月 3日を除く。） 

 

制度に関するお問い合わせはこちら 

墨田区子育て支援部 子育て支援課 児童手当・医療助成係 

墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

電話 ０３－５６０８－６１６０ 

受付時間 

平日 8時 30分～17時 00分（年末年始 12月 29日～1月 3日を除く。） 


